
宿泊事業の消防法令適合通知書の申請手続き確認事項 

 

１．業態の決定 

 当該申請を行う前に、保健所と調整し「住宅宿泊事業法」（届出住宅）に係る事業を行

うのか、「旅館業法」係る事業を行うのかを決定し、申請して下さい。 

 

１．提出書類  

必要書類 確認 

１ 

消防法令適合通知書交付申請書  
※所在地については、『－』を使用せず『〇丁目〇番〇号』や『〇〇番地』を記載してください。 

・旅館業法による申請・・・・・・・・・・・・様式第７号  
・住宅宿泊事業法（届出住宅）による申請・・・様式第 8 号 

 

２ 
付近見取り図 
※使用する地図の指定はありません。建物が確認でき、県道や目標となる建物等を記載してくださ

い。 

 

３ 
平面図 
※建物すべての階の平面図。消防用設備等の配置図との併用可 

 

４ 
消防用設備等配置図 
※消火器などの消防用設備等が設置されている位置を記載してください。 

 

５ 消防用設備等検査済証の写し※申請と同一時期に、届出を行う設備については不要です。  

６ 

防火管理者選任届（鑑文）の写し ※防火管理者の選任義務がなければ不要です。 

※特定用途防火対象物は、建物全体の収容人員が 30 名以上（6 項ロの部分があるときは 10 名以上）

から選任義務が発生します。（ホテル、旅館、宿泊所などは、5 項イとなります。） 

※消防に受理された届出書（鑑文）の写し 

 

７ 
消防計画作成届出書（鑑文）の写し ※防火管理者の選任義務がなければ不要です。 

※消防に受理された届出書（鑑文）の写し 

 

８ 

消防用設備等点検結果報告書（鑑文）の写し 
※消防用設備等を設置して 6 ヶ月以内であれば添付不要です。 

※建物内の消防用設備等がすべて点検されており、不備がない又は改修されていること。 

※消防法に基づき、6 ヶ月毎に機器点検、1 年毎に総合点検を行う必要があります。 

 

※１部を提出してください。 

※消防法令に適合していると確認後、消防法令適合通知書を交付いたします。 

 

２．建物の確認事項 

１ 
災害時の避難行動等の案内図等 
※従業員等の不在時に備え、災害等が発生したときの対応及び避難所の地図や連絡先などを記載した案内図等

を、利用者が容易に確認できる室内の場所へ掲示してください。 

２ 避難経路の確認 ※避難経路が適切に維持管理されていること。 

３ 
収容人員の算定 
※収容人員：    名(内訳 従業員   名、宿泊者   名、その他   名) 

４ 

防炎物品の使用状況（□すべて防炎製品、□規制対象物品は設置しない） 
※カーテン、絨毯などはすべて防炎物品を使用しなければなりません。 

※防炎物品はすべて設置した状態で検査を実施します。 

※カーテン等を設置しないときは、カーテンレール等はすべて撤去してください。 

５ 
防火管理、火気使用、電気設備等の状況 
※火災にならないように適切に管理していること。 

 

※注意事項 
①消防法令適合通知書は旅館業法に係るものと住宅宿泊事業法に係るものと２種類ありま
す。必要な書類を提出先にご確認ください。 



 

消防法令適合通知書交付手続きの流れ 

 

 

  

申請者 

【保健所との調整】 
※旅館業法に係る申請か、住宅宿泊事業法（届出住宅）に係る申請かを決定する。 

 
 消防との事前調整の日程予約※電話にてお問合せ下さい。 

消防本部に来庁して事前調整 

①設備等の工事 ②既存消防設備等 

必要に応じ各種届出を行う。 

③防火管理者選任 

着工届出書 
(必要に応じ届出) 

防火対象物全体点検 
(必要に応じ実施) 

防火管理者選任 
消防計画の作成 

消防用設備等 
設置工事の実施 

消防用設備等点検結果報告
書の提出 

届出の提出 

点検結果に不備ありのとき 
消防より改修指示書の交付 
(必要に応じ①に従い工事) 

消防用設備設置完了 
設置届出書提出 

不備事項の改修計画書提出 

改修後、改修報告書提出 

消防法令適合調査及び消防検査の日程調整 
※消防検査は設置届出書提出時のみ 

不備事項の修正 
(必要に応じ実施) 

受理後、副本の受取り 

消防法令適合調査及び消防検査の実施 
※消防用設備等、防炎物品、防火管理等を確認及び検査を行います。 

消防検査結果に基づき、消防用設備等検査済証を交付 
※消防用設備等検査済証は、消防法令適合通知書交付申請書に添付が必要です。 

消防法令適合調査及び添付資料を精査し、消防法令に適合していると確認後、 
消防法令適合通知書を交付します。 

防火対象物を使用開始７日前までに、火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出
書（２部）提出してください。（受理後、副本を返却いたします。） 



 

  



 


